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●町田市子ども発達センターの沿革 

 町田市子ども発達センターは、「町田市心身障がい児を守る会（すみれ会）」によって

運営されていた教室を母体として、１９７２年１０月、市内在住の心身障がい児のため

の療育施設として設立されました。 

２０１８年からは、相談対象を１８歳未満まで拡大し、子どもの障がいや発達に関す

る業務を中核的に行うために、改称して「町田市子ども発達センター」となりました。 

２０２６年４月改訂 



１ 町田市子ども発達センターとは  

町田市に暮らす０歳から１８歳未満までの障がいや発達に心配のある子どもを対象に

専門的な助言や療育を行い、他の支援機関と連携を取ることで、家族や関係機関を支え、

切れ目のない発達支援を行います。 

 

２ 子どもの発達についての相談  

（１）基本・一般相談 

①相談できること 

 ・しゃべり始めが遅い、指示や話の理解が難しい 

・発音や話し方が気になる、吃音 

・お座りや歩くことがなかなかできない 

 ・おもちゃや友達に関心を示さない、友達と遊べない 

 ・落ち着きがない、集団に入れない 

 ・こだわりや癇癪がある、切り替えができない・・・など 

 

②子ども発達センターでの相談からサービス利用の流れ 

 

  

（２）療育体験グループ 

  集団活動を通して評価や指導が必要な場合に参加していただくグループです。グループ

終了時に保護者と面談を行い、今後の支援についてご提案します。 

対象：０歳児から就学前までのお子さん 



（３）フォローアップ相談 

  療育体験グループを終了した就学前のお子さんが利用できます。お子さんの様子を小集

団活動で確認しながら、家庭生活や園生活の心配事、困り事について、また、就園・就学

について、個別で相談を行っていきます。 

対象：通所受給者証（児童発達支援・保育所等訪問支援）を持っていない方 

療育体験グループを終了したお子さん 

 

（４）医療的ケア児に関する相談 

  医療的ケアが必要なお子さんとその家族の方に対して、医療的ケア児コーディネータ

ーが相談を受けております。相談をお受けして、関係機関と連携をしながら、適切な支

援につなげるためのサポートをさせていただきます。医療的ケアに関することで困りご

とがありましたら、相談ください。 

 

（５）障害児相談支援・計画相談支援 

  障害児支援利用計画等の作成を行います。 

  対象：障害児通所支援サービス等の利用を希望される１８歳未満のお子さん及びその 

保護者 

 

３ 障害児通所支援  

（１）児童発達支援 

  生活や遊びを通じて自信や意欲を育て、地域の中で健やかに成長していけるように支援

します。利用には町田市から通所受給者証の交付を受ける必要があります。 

クラス 対象 通園方法 

週５日通園 ３歳児以上で未就学のお子さん 送迎バスまたは自主通園 

週１日通園 ３歳児以上で保育園・幼稚園等に通う

お子さん 

自主通園 

４ 訪問サービス  

（１）保育所等訪問支援 

  保護者からの依頼を受けて、訪問支援員が幼稚園、保育園、学童保育クラブ等を訪問し、

お子さんへの支援、（集団生活への適応の為の専門的な指導）、お子さんの所属する施設職

員への支援（環境調整や支援方法に関する助言及び連携）を行います。 

  利用には町田市から通所受給者証の交付を受ける必要があります。 

 

（２）出張相談 

  幼稚園、保育園、認定こども園等からの依頼を受けて、専門的知識を持つ職員が訪問し、

発達に支援が必要な子どもの集団生活に対する支援等についての助言を行います。 



５ 各種研修会  

（１）地域公開講座 

  子どもの発達に関することを学び考える機会として、公開講座を開催しています。 

 

（２）療育セミナー 

  幼稚園、保育園、学童保育クラブ等の職員に、障がいに対しての理解や援助方法を学ぶ

ための講演会を開催します。 

 

（３）療育実地研修 

  幼稚園、保育園、認定こども園等のお子さんが通う施設の職員を対象に、子どもの発達

についての知識やお子さんに合わせた対応の方法について、当センターで行っている療

育を実際に体験する研修を行います。 

 

 

 

６ 施設案内・お問い合わせ先  

 

このリーフレットは、500部作成し、１部あたりの単価は 41円です（職員人件費を含みます）。 

まちだ子育てサイトも

ご覧ください 

●所在地 

〒１９４－００２１ 

東京都町田市中町２－１３－１４ 

●開所日時 

月曜日から金曜日 

（祝日および年末年始をのぞく） 

午前８時３０分から午後５時まで 

●お問い合わせ先 

１ 発達に関する相談・療育・障害児相談支援

について 

電話０４２－７２６－６５７０ 

２ 障害福祉サービスの申請について 

電話０４２－７０９―３４５５ 

ＦＡＸ（共通）０４２－７２６－０４５４ 

 


